
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき平成２２年６月２８日付けで

認可した錦大宮町会について変更の届出があったため、同条第１０項の規定により次

のとおり告示します。 

  令和６年７月１７日 

京都市長 松井 孝治   

 

変更があった事項及びその内容 

代表者の氏名、住所及び主たる事務所の所在地 

氏名 住所及び所在地 （期間） 

藤川 一嘉 
京都市中京区大宮通 

四条上る錦大宮町１４１番地 

平成２２年６月２８日から 

平成２３年５月４日まで 

井上 寛治 
京都市中京区大宮通 

錦小路下る錦大宮町１４８番地 

平成２３年５月５日から 

平成２４年５月４日まで 

中島 康博 
京都市中京区大宮通 

四条上る錦大宮町１３９番地 

平成２４年５月５日から 

平成２５年５月４日まで 

山崎 久史 
京都市中京区大宮通 

錦小路下る錦大宮町１４９番地 

平成２５年５月５日から 

平成２６年５月４日まで 

水野 緑 
京都市中京区大宮通 

錦小路下る錦大宮町１４４番地 

平成２６年５月５日から 

平成２７年５月４日まで 

宮垣 佳子 
京都市中京区大宮通 

錦小路下る錦大宮町１４１番地 

平成２７年５月５日から 

平成２８年５月４日まで 

藤川 一嘉 
京都市中京区大宮通 

四条上る錦大宮町１４１番地 

平成２８年５月５日から 

平成２９年５月４日まで 

堀本 俊紹 
京都市中京区錦小路通 

大宮西入る錦大宮町１５４番地 

平成２９年５月５日から 

平成３０年５月４日まで 

種村 三由紀 
京都市中京区錦大宮町 

１５３番地１  

平成３０年５月５日から 

令和元年５月４日まで 

２８３



氏名 住所及び所在地 （期間） 

山崎 美佐江 
京都市中京区大宮通 

錦小路下る錦大宮町１４９番地 

令和元年５月５日から 

令和２年５月４日まで 

臼田 圭吾 
京都市中京区四条通 

大宮西入る錦大宮町１５２番地 

令和２年５月５日から 

令和３年５月４日まで 

藤川 一嘉 
京都市中京区大宮通 

四条上る錦大宮町１４１番地 

令和３年５月５日から 

令和４年５月４日まで 

堀本 俊紹 
京都市中京区錦小路通 

大宮西入る錦大宮町１５４番地 

令和４年５月５日から 

令和５年５月４日まで 

水野 晃 京都市中京区錦大宮町１４４番地 
令和５年５月５日から 

令和６年５月４日まで 

山崎 美佐江 
京都市中京区大宮通 

錦小路下る錦大宮町１４９番地  
令和６年５月５日から 

 

（文化市民局地域自治推進室） 


